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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について 
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号。以下「法」という。）

の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました。 
 

記 
 
１ 産業廃棄物処理業者の住所、名称及び許可内容 
（１）住  所 埼玉県川口市西川口二丁目１５番３号 
（２）名  称 有限会社 今野商会（代表取締役 今野義也） 
（３）許可内容 産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く） 
 
２ 行政処分の内容 
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し 
 

３ 処分年月日  
平成２１年２月１２日 

 
４ 処分理由 
有限会社今野商会は、少なくとも平成１５年４月１日から平成２０年３月３１日ま

での間、使用済みの廃消火器をさいたま市岩槻区大字加倉字川通３－４外さいたま市

内にある同社事業場において受け入れて積み置き、また解体分別等の処分行為を反復

継続して行っていたことは、法第１４条の２第１項及び法第１４条第６項に違反して

いる。 
このことは、法第１４条の３の２第１項第２号に規定する許可の取消事由に該当す

る。 
 
 

記者発表資料 
平成２１年２月１９日（木） 
問合せ先：産業廃棄物指導課 
担  当：指導係 石井、中村 
電話番号：０４８－８２７－８５０８ 


